
「医療系介護報酬改定 Q&A（2015 年４月１日実施）」 

 正誤及び追補 (2015.6.3現在) 

頁 訂正箇所 誤 正 

２ 下から９行目 

４．「医療系居宅介護サービス・サービス

コード表」「請求書、請求明細書記載例」

「要介護認定等の方法の見直しに伴う経

過措置について」「要介護者・要支援者に

対する在宅医療及び医療系居宅サービス

算定一覧表」を資料として掲載した。 

４．「医療系居宅介護サービス・サービ

スコード表」「介護給付費請求書等の記

載要領について」を資料として掲載し

た。 

■22 
回答欄 

上から３行目 

って、ハビリテーションに関する専門的

な見 

って、リハビリテーションに関する専門

的な見 

43 
質問欄 

上から３行目 

期間」）に、訪問リハビリテーションを終

了した者のうち、通所介護、通所リハビ

リテーション、認知症対応型… 

期間」）に、通所リハビリテーションを

終了した者のうち、通所介護、認知症対

応型… 

■44 
質問欄 

上から２行目 

であれば所要時間に参入してもよいとあ

る 

であれば所要時間に算入してもよいとあ

る 

■51 

質問 10を削除

し、右に差し

替える。 

 

＜質問＞ ＜回答＞ 

10.同一の者について、「重篤な身体疾
患を有する者」の基準及び「身体合
併症を有する認知症高齢者」の基準
のいずれにも当てはまる場合は、い
ずれか一方にのみ含めるものとして
いるが、同一の者について、「喀痰
吸引」と「経管栄養」の両方を実施
している場合、要件に適合する者は
１人と数えるのか、２人と数えるの
か。 

10. 前者の要件は、当該施設の重篤な身
体疾患を有する患者及び基準及び身
体合併症を有する認知症高齢者の受
け入れ人数を評価しているものであ
り、重篤な身体疾患を有する者の基
準及び身体合併症を有する認知症高
齢者の基準のいずれにも当てはまる
患者であっても、施設として実際に
受け入れた患者の人数については１
人と数える。 

一方、後者の要件は、当該施設で
行われる処置の実施を評価している
ものであり、同一の患者であって
も、喀痰吸引と経管栄養の両方を実
施していれば、２つの処置を実施し
ているため、喀痰吸引と経管栄養を
実施しているそれぞれの人数に含
め、この場合には２人と数える。 
（平成27年4月28日・介護保険最新
情報VOL．469） 

  
 

69 下から 11行目 
合を満たす必要があるが、その割合に参
入で 

合を満たす必要があるが、その割合に算
入で 

■100 問 135を削除  問 135 削除 

※ 医療系介護報酬改定Ｑ＆Ａ作成後に厚生労働省から発出された下記のＱ＆Ａを別添する。 
〇４月28日介護保険最新情報VOL．469「平成 27 年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関するQ&A」 

〇４月30日介護保険最新情報VOL．471「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.2）」 

〇６月１日介護保険最新情報VOL．481「平成27 年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.３）」 

 

※ 厚労省による追加通知・告示（■で示したもの）により、本書による解説内容が変更となる場合が

あります。随時、この正誤表に反映させるようにいたしますので、お手数をおかけしますが、保団連

ホームページ（http://hodanren.doc-net.or.jp/）等でご確認いただきま

すよう、お願いいたします。 


